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CASE法による影響を回避するために、自社ウェブサイトの著作権を

監査する必要がある。

思わぬ著作権侵害を避けるために剽窃チェックツールが有効である。

自社コンテンツをGRTXにより登録することで最適な保護を受けられ

る。

2020年には米国議会図書館における２つの重要な著作権に関する改正があり

ました。Group Registration for Short Online Literary Works（GRTX）と呼ば

れる短期著作権がオンラインコンテンツ向けに利用可能になったこと、及び少

額請求のための裁判所が設立されたことです。

Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2020（CASE法）

により、米国議会図書館に著作権侵害請求委員会（CCB）が設置されます。

詳しくは英語版をご覧ください。
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